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規
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ガ
イ
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ラ
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直
し
に
関
す
る
質
問
主
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令
和
元
年
六
月
二
十
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
規
制
改
革
実
施
計
画
「
患
者
本
人
に
よ
る
診
療
録
な
ど
の
個
人
情
報
の
本
人

開
示
請
求
の
適
切
な
あ
り
方
」
で
は
、
診
療
記
録
等
の
開
示
に
当
た
っ
て
不
当
に
高
額
な
手
数
料
に
よ
り
そ
の
請
求
が
制
限
さ

れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
策
定
・
整
備
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。 

 

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
以
下
質
問
す
る
。 

一 

診
療
記
録
高
額
手
数
料
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
見
直
し
に
つ
い
て 

 
 

政
府
の
規
制
改
革
実
施
計
画
で
は
、
「
患
者
本
人
の
診
療
録
等
、
個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
当
た
っ
て
は
、
実
費
を
勘
案

し
て
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
手
数
料
の
額
を
設
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
高
額
の
開
示
手
数

料
等
に
よ
り
そ
の
請
求
が
不
当
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
お
い
て
、
医
療
機
関
に
お
け

る
開
示
手
数
料
の
算
定
に
係
る
推
奨
手
続
き
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
さ
れ
、
実
施
時
期
は
「
令
和
元
年
度
検
討
・
結
論
・
措

置
」
と
あ
り
、
本
年
度
中
に
厚
労
省
と
し
て
検
討
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
検
討
は
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に

行
わ
れ
て
い
る
の
か
。
現
段
階
の
進
捗
状
況
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

大
学
病
院
・
特
定
機
能
病
院
に
お
け
る
高
額
手
数
料
徴
収
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

昨
年
厚
生
労
働
省
が
実
施
し
た
特
定
機
能
病
院
（
八
十
七
施
設
）
を
対
象
と
し
た
実
態
調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
医

療
機
関
で
い
ま
だ
に
高
額
の
開
示
手
数
料
を
徴
収
し
て
い
る
な
ど
看
過
で
き
な
い
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
特
に
開
示
手

数
料
に
つ
い
て
は
「
一
診
療
あ
た
り
○
○
○
円
」
と
し
て
お
り
、
複
数
の
疾
患
の
場
合
は
一
万
円
に
も
二
万
円
に
も
な
っ
て

し
ま
う
。
厚
労
省
の
定
義
で
は
、
「
診
療
録
と
は
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
、
紹
介
状
、
退
院
し
た
患
者
に
係
わ
る
入
院
期
間
中
の

診
療
経
過
の
要
約
そ
の
他
の
診
療
の
過
程
で
患
者
の
身
体
状
況
、
病
状
、
治
療
な
ど
に
つ
い
て
、
作
成
、
記
録
又
は
保
存
さ

れ
た
書
類
、
画
像
な
ど
の
記
録
を
言
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

診
療
録
を
診
療
科
ご
と
に
分
割
し
て
そ
れ
ぞ
れ
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
は
、
患
者
・
家
族
の
開
示
請
求
権
を
事
実
上
抑

制
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
個
人
情
報
保
護
法
違
反
に
当
た
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
患
者
・
家

族
の
負
担
軽
減
を
図
る
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

三 

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
が
傘
下
施
設
ご
と
に
複
数
の
開
示
基
本
手
数
料
を
請
求
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 

１ 

大
阪
府
の
Ｓ
社
は
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
ケ
ア
ー
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー
と
福
祉
用
具
専
門
の
事
業
所
三
か
所
を
運

営
し
て
い
る
。
カ
ル
テ
な
ど
関
連
個
人
情
報
開
示
請
求
で
、
同
社
の
保
有
し
て
い
る
個
人
情
報
管
理
者
は
一
人
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
三
事
業
所
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
手
数
料
七
千
円
の
三
ヶ
所
分
二
万
千
円
を
徴
収
し
て
い
た
。
抗
議
し
て
一



 

３ 

 

事
業
所
に
つ
き
三
千
円
三
か
所
分
九
千
円
と
な
っ
た
が
、
基
本
手
数
料
の
複
数
回
徴
収
は
不
適
切
で
は
な
い
か
。
認
識
を

問
う
。 

 

２ 

大
阪
府
の
Ｔ
診
療
所
も
保
有
個
人
情
報
管
理
者
は
一
人
だ
が
、
他
一
医
療
機
関
を
運
営
し
て
い
る
。
患
者
を
両
方
に
診

察
さ
せ
て
開
示
請
求
の
時
、
両
方
の
医
療
機
関
か
ら
手
数
料
を
請
求
徴
収
し
て
い
た
。
同
一
ビ
ル
内
の
接
し
た
医
療
機
関

で
院
長
は
両
方
に
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
事
例
に
つ
い
て
も
不
適
切
と
考
え
ら
れ
る
が
、
認
識
を
問
う
。 

四 

従
量
制
で
謄
写
代
等
を
徴
収
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 

・
あ
る
大
学
病
院
は
コ
ピ
ー
枚
数
が
百
枚
を
超
え
る
と
一
枚
三
十
円
と
な
る
。 

 

・
あ
る
診
療
所
は
百
枚
を
超
え
る
と
五
十
枚
ご
と
に
千
円
を
コ
ピ
ー
代
と
は
別
に
徴
収
し
て
い
る
。 

 

・
大
学
附
属
の
複
数
の
病
院
で
、
画
像
開
示
手
数
料
を
別
途
徴
収
し
て
い
る
。 

 

・
あ
る
大
学
付
属
医
院
は
診
療
科
ご
と
に
手
数
料
を
徴
収
し
て
い
る
。 

 
 

現
行
、
個
人
情
報
保
護
法
で
は
従
量
制
を
採
用
し
て
い
な
い
。
右
記
の
事
例
は
過
大
な
徴
収
に
当
た
る
の
で
は
な
い
か
。

見
解
を
問
う
。 

五 

本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
に
つ
い
て 



 

４ 

 

 
 

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
と
地
方
自
治
体
の
同
条
例
は
開
示
手
続
き
で
本
人
の
委
任
に
よ

る
代
理
人
を
認
め
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
個
人
情
報
保
護
法
で
は
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
の
開
示
請
求
を
認
め
て
い

る
。
高
齢
者
や
自
宅
療
養
の
患
者
が
増
加
す
る
中
で
は
行
政
や
自
治
体
な
ど
も
代
理
人
請
求
が
で
き
る
様
に
患
者
や
家
族
、

遺
族
の
利
便
性
を
考
え
る
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

六 

遺
族
の
開
示
請
求
権
に
つ
い
て 

 
 

現
行
法
で
は
保
護
す
る
対
象
が
「
生
存
す
る
個
人
の
情
報
」
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
東
京
都
福
生
市
で
の
透
析
中
止
で
亡

く
な
っ
た
遺
族
の
開
示
請
求
に
つ
い
て
、
公
立
福
生
病
院
は
開
示
請
求
権
が
な
い
と
し
て
不
開
示
と
し
た
。
審
査
請
求
中
で

あ
る
と
聞
く
が
、
遺
族
に
開
示
す
べ
き
権
利
が
あ
る
事
は
先
の
遺
族
に
よ
る
ア
ス
ベ
ス
ト
労
災
記
録
開
示
訴
訟
（
六
月
五
日

大
阪
地
裁
判
決
に
て
遺
族
へ
の
開
示
を
命
じ
る
判
決
・
確
定
）
や
、
最
高
裁
判
例
「
遺
族
の
請
求
が
自
己
を
本
人
と
す
る
保

有
個
人
情
報
に
当
た
る
か
否
か
は
、
当
該
情
報
の
内
容
と
当
該
個
人
と
の
関
係
を
個
別
に
検
討
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」

（
最
高
裁
第
一
九
〇
八
号
平
成
三
十
一
年
三
月
十
八
日
第
一
小
法
廷
判
決
）
と
判
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
司
法
の
判
断
が

活
か
さ
れ
る
運
用
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
ど
う
か
。 

七 

患
者
の
個
人
情
報
訂
正
権
に
つ
い
て 



 

５ 

 

 
 

大
阪
府
堺
市
の
Ａ
病
院
は
、
本
人
に
よ
る
カ
ル
テ
等
診
療
記
録
の
開
示
請
求
を
拒
否
し
た
う
え
、
本
人
の
成
育
歴
の
誤
記

に
つ
い
て
の
訂
正
請
求
に
関
し
て
、
「
訂
正
文
を
貼
り
付
け
て
置
く
」
と
の
回
答
の
み
で
、
訂
正
内
容
す
ら
本
人
に
事
実
確

認
を
拒
否
す
る
な
ど
の
不
当
運
用
を
行
っ
て
い
る
。
堺
市
の
行
政
指
導
を
期
待
し
て
も
「
行
政
と
し
て
は
限
界
」
と
の
理
由

に
よ
り
、
い
ま
だ
に
不
適
正
運
用
が
改
善
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。 

 
 

患
者
の
個
人
情
報
訂
正
権
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
指
導
の
徹
底
と
と
も
に
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
明
記
す
べ
き

と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


